
＜広報ふじえだの発行について＞　
・ 原則、５日と２０日に発行します。
・ 発行日が土・日曜日、祝日の場合はその前の平日となりますが、
５月５日号と１月５日号は休日後の平日となります。

※ 各世帯への配布が滞りなく実施されるようご協力をお願いします。

※ 悪天候時や、配達先が不在の際は、特にご配慮をお願いします。

※ 配布数の変更は、藤枝市役所　総務課へ　TEL６４３－３２２８（直通）
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配布方法
(予定)

新聞折込み、またはポスティング
による世帯配布
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令和６年度　「広報ふじえだ」発行予定日

月 ２０日号

４月 ５ （金）日

　　　　本年度に引き続き、令和６年度も毎月１回・５日号を自治会・町内会を通じた
　　　　配布をお願いする予定です。
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TEL：054-643-3108
広　報　課

藤枝市 企画創生部

自治会・町内会を通じた世帯配布
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